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鴻巣市議会議場に国旗を娼嬌することについての請願

2 要 旨

鴻巣市議会議場に国旗の掲揚を求めること

3 理 由

平成 11年に制定 。施行された「国旗及び国歌に関する法律」により、それまで慣習

として定着してきた日章旗、いわゆる「日の丸」は改めて国旗であると法律で定められ

ました。

自国の国旗に敬意と誇りを持つことは世界の常識であり、国民として当然の義務です。

「日の丸」は、日本国の象徴であり、我が国でも文化的行事や式典の際には「日の丸」

が掲揚され、国際的なスポーツ大会の会場で「日の丸」の旗を振つて応援する人々の姿

が選手を鼓舞するとともに、国家、国民が一体となる証しとして映し出されています。

また「日の丸」は、海外で率先して技術支援、文化的支援等の国際貢献をしている人々

の間でも、自らの存在証明や精神的バックボーンとなつていることは、よく知られてい

るところです。

このように国旗、いわゆる「日の丸」は日本人にとって自然かつ身近なものとして既

に定着しています。

よつて、将来を担う青少年の育成のため、ひいては鴻巣市のさらなる発展のため、市

執行部と、我々住民の代表である市議会議員が―同に会する議場に、早急に国旗を掲揚

されるよう求めます。

以上の趣旨により、鴻巣市議会議場に国旗を掲撮することを請願します。


